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梨
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公
園
条
例
の
一
部
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改
正
す
る
条
例
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一

○
山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
三
号
）（
都
市
計
画
課
）

１

都
市
公
園
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
都
市
公
園
内
に
お
け
る
工
作
物
等
の
除
却
に
関
し
、
次
の
規

定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項

工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法

工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法

保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続

工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続

２
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

こ
の
条
例
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

○

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
四
号
）

（
企
業
局
総
務
課
）

１

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
発
電
所
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
常
時
出
力
を
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
常
時
出
力
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

広
瀬
発
電
所

一
五
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

一
七
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

天
科
発
電
所

一
、
七
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

一
、
八
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

柚
ノ
木
発
電
所

二
、
七
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

二
、
八
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

「
第
三
章
　
監
督
（
第
十
二
条
│

第
十

「
第
三
章
　
雑
則
（
第
十
二
条
│

第
十
四
条
）

目
次
中

を

第
四
章
　
雑
則
（
第
十
八
条
│

第
二

第
四
章
　
罰
則
（
第
十
五
条
│

第
十
七
条
）」

第
五
章
　
罰
則
（
第
二
十
三
条
│

第

七
条
）

十
二
条
）

に
改
め
る
。

二
十
五
条
）」

第
十
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」

に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
二
十
三
条
と
す

る
。第

四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
章
中
第
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
三
の
見
出
し
中
「
公
園
予
定
地
」
を
「
公
園
予
定
区
域
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
条

か
ら
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
」
に
、「
第
二

十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
四
項
」
に
、「
公
園
予
定
地
」
を
「
公
園
予
定
区
域
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中
「
工
作
物
等
」
を
「
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条

と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「（
以

下
「
工
作
物
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

十
月
十
八
日

号
外
第
四
十
八
号

月　曜　日

（ ）三 （ ）一（ ）四 （ ）二（ ）五



第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
　
監
督

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
事
項
）

第
十
二
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
保
管
し
た
工
作
物
等
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

二
　
保
管
し
た
工
作
物
等
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
そ
の
工
作
物
等
を
除
却
し
た
日
時

三
　
そ
の
工
作
物
等
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
管
し
た
工
作
物
等
を
返
還
す
る
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め

る
事
項

（
工
作
物
等
を
保
管
し
た
場
合
の
公
示
の
方
法
）

第
十
三
条

法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
保
管
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
間
、
規
則
で
定
め
る
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
公
示
に
係
る
工
作
物
等
の
う
ち
特
に
貴
重
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
の

公
示
の
期
間
が
満
了
し
て
も
、
な
お
そ
の
工
作
物
等
の
所
有
者
等
の
氏
名
及
び
住
所
を
知
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
公
示
の
要
旨
を
県
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
。

２

知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
公
示
を
行
う
と
と
も
に
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る

保
管
工
作
物
等
一
覧
簿
を
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
の
方
法
）

第
十
四
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
は
、
取
引
の
実
例
価
格
、

当
該
工
作
物
等
の
使
用
年
数
、
損
耗
の
程
度
そ
の
他
当
該
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
す
る
事

情
を
勘
案
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
工
作
物
等
の
価
額
の
評
価
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
管
し
た
工
作
物
等
を
売
却
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
五
条

法
第
二
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
工
作
物
等
の
売
却
は
、
競
争
入
札
に
付

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
競
争
入
札
に
付
し
て
も
入
札
者
が
な
い
工
作
物
等
そ
の
他
競
争

入
札
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
工
作
物
等
に
つ
い
て
は
、
随
意
契
約
に
よ
り
売

却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

知
事
は
、
前
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
一
般
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る

と
き
は
、
そ
の
入
札
期
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
少
な
く
と
も
五
日
前
ま
で
に
、
そ
の
工
作
物
等
の

名
称
又
は
種
類
、
形
状
、
数
量
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
規
則
で
定
め
る
場
所
に
掲
示
し
、
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
適
当
な
方
法
で
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、前
条
本
文
の
規
定
に
よ
る
競
争
入
札
の
う
ち
指
名
競
争
入
札
に
付
そ
う
と
す
る
と
き
は
、

な
る
べ
く
三
人
以
上
の
入
札
者
を
指
定
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
者
に
そ
の
工
作
物
等
の
名
称
又
は

種
類
、
形
状
、
数
量
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
随
意
契
約
に
よ
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
二
人

以
上
の
者
か
ら
見
積
書
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。

（
工
作
物
等
を
返
還
す
る
場
合
の
手
続
）

第
十
七
条

知
事
は
、
保
管
し
た
工
作
物
等
を
当
該
工
作
物
等
の
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は
、
返

還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ

て
そ
の
者
が
そ
の
工
作
物
等
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
工
作
物
等
の
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ

せ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
九
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

山
梨
県
知
事

山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
四
十
四
号

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
広
瀬
発
電
所
の
項
中
「
一
五
〇
」
を
「
一
七
〇
」
に
改
め
、
同
表
天
科
発
電

所
の
項
中
「
一
、
七
〇
〇
」
を
「
一
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
柚
ノ
木
発
電
所
の
項
中
「
二
、
七
〇

〇
」
を
「
二
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
八
号
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
八
日

二

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


